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 提案理由  

  学校運営協議会を設置するに当たり、運営に必要な事項を定めるため  



大野市教育委員会告示第  号  

 

大野市学校運営協議会運営要綱を次のように定める。  

 

         令和５年  月  日  

 

                     大野市教育委員会  

 

   大野市学校運営協議会運営要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、大野市学校運営協議会規則（令和４年大野市教育委員会規則

第１号。（以下「規則」という。））第１８条の規定に基づき、学校運営協議会

（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（通知）  

第２条  大野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、規則第３条第２項

の規定により、学校運営協議会設置通知書（様式第１号）を、協議会を設置する

学校（以下「対象学校」という。）の校長に通知するものとする。  

 （委員任免に関する申出）  

第３条  対象学校の校長は、規則第８条第２項に規定する申出を行う場合には、学

校運営協議会委員任命に関する申出書（様式第２号）を教育委員会に提出する。

ただし、規則第１０条第１項の規定による再任に当たっては提出を要しない。  

（学校運営等に関する意見の申出）  

第４条  協議会が規則第５条に規定する意見を述べる場合は、学校運営等に関する

意見の申出書（様式第３号）を教育委員会へ提出する。  

２  規則第５条第２項に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。  

 (1) 学校の基本的な方針を踏まえた、教育目標・内容等にかなった教職員の配置  

(2) 学校の課題解決や教育の充実のため、校内体制の整備充実を図る教職員の配  

 置  

（会議）  

第５条  規則第１３条第１項に規定する会議は、年３回を原則として開催するもの



とする。  

（部会の設置）  

第６条  協議会は、対象学校における教育活動の改善等を図るため、部会を置くこ

とができる。  

２  部会の運営、その他部会に関し必要な事項は、対象学校の校長が定める。  

（運営状況の評価）  

第７条  協議会は、規則第６条に規定する評価を行う場合には、教職員及び保護者

による評価等を総合的に考慮するものとする。  

（情報発信）  

第８条  協議会は、会議の内容を記録し、その内容を規則第７条の規定により情報

提供を行う場合には、学校便り・学校ホームページ、該当自治会への回覧及び掲

示板等を積極的に活用するものとする。  

（報告）  

第９条  対象学校の校長は、年度終了時、学校運営協議会活動状況報告書（様式第

４号）を作成し、教育委員会に提出する。  

（委員の解任）  

第１０条  教育委員会は、規則第１７条第１項第１号の規定により、委員本人から

学校運営協議会委員辞任届（様式第５号）が提出されたとき、又は規則第１７条

第１項第２号及び第３号の規定に該当するときは、委員を解任するものとする。

なお、辞任以外の理由で委員を解任するときは、必要に応じ、当該対象学校の校

長及び対象となる委員から事情を聴くものとする。  

２  教育委員会は、委員の解任を行ったときは、学校運営協議会委員解任通知書

（様式第６号）により当該協議会の会長に通知するものとする。  

   附  則  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

  



様式第１号（第２条関係）  

第     号  

年   月   日  

          学校長  様  

 

大野市教育委員会  

 

学校運営協議会設置通知書  

 

 大野市学校運営協議会規則第３条の規定による学校運営協議会を設置しますので、

大野市学校運営協議会運営要綱第２条の規定により下記のとおり通知します。  

 

 

記  

 

 １  設置する学校  

         ・          学校  

         ・          学校  

 

 

 

 ２  設置期日  

             年   月   日  

 

   ※本通知は、事務局となる学校長宛に通知します。  

  



様式第２号（第３条関係）  

年   月   日  

 大野市教育委員会  様  

     学校      

 校長             

 

学校運営協議会委員任命に関する申出書  

 

 大野市学校運営協議会運営要綱第３条の規定により、     年度学校運営協議

会委員として下記の者が適任であると考えるので申出ます。  

 

記  

番
号  

氏名  
年
齢  

所属団体等  保  
護  
者  
に  
〇  

選任  
選任
年数  
( 年 目

) 

所属団体名・役職等  
継

続  

新

規  

１         

２         

３         

４         

５         

６         

７         

８         

９         

10        

11        

12        

13        

14        

15        

    ※必要に応じて欄を追加してください。  



様式第３号（第４条関係）  

 

年   月   日  

 

大野市教育委員会  様  

 

                     学校運営協議会   

 

 

学校運営等に関する意見の申出書  

 

 大野市学校運営協議会規則第５条の規定による、学校運営等に関する意見につい

て、下記のとおり申出します。  

 

 

記  

 

 １  申出する意見  

 

 

 

 

 

  



様式第４号（第９条関係）  

第      号  

年   月   日  

 大野市教育委員会  様  

     学校      

校長           

 

学校運営協議会活動状況報告書  

 

 学校運営協議会の活動状況について、大野市学校運営協議会運営要綱第９条の規

定により、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

 １  学校運営協議会の開催状況  

回数  年月日  出席人数  主な内容  

１     

２     

３     

 

 

 ２  本年度の成果  

 

 

 ３  次年度に向けた課題  

 

 

 ４  その他参考となる事項  

  



様式第５号（第１０条関係）  

第      号  

年   月   日  

 大野市教育委員会  様  

     学校  学校運営協議会  

委員             

 

学校運営協議会委員辞任届  

 

 この度、        学校の学校運営協議会委員を辞任したく、大野市学校運

営協議会運営要綱第１０条第１項の規定により、下記のとおり届けます。  

 

記  

 

 １  学校運営協議会名  

            学校  学校運営協議会  

 

 ２  委員氏名  

 

 

 ３  辞任理由  

  



様式第６号（第１０条関係）  

第      号  

年   月   日  

      学校  学校運営協議会  

  会長         様  

                             大野市教育委員会    

 

 

学校運営協議会委員解任通知書  

 

 

大野市学校運営協議会規則第１７条の規定に該当することにより、学校運営協議

会委員を解任する旨、大野市学校運営協議会運営要綱第１０条第２項の規定により

下記のとおり通知します。  

 

記  

 

 １  解任する委員    

 

 ２  解任する期日       年   月   日  

 

 ３  解任する理由    

 

 

 

 

 

 


